
(目  的)

第 1条

特定非営利活動法人日本民家再生協会

役員報酬規程

この規程は、特定非営利活動法人 日本民家再生協会定款第 18条 に基づ

き役員 (理事および監事)に支払われる報酬について定める。

この法人は、役員の うち常勤もしくは非常勤のものに対 して、役員総数

の 3分の 1の範囲内で報酬を支払 うことができる。

報酬の額は月額 とし、総会の議決 を経て、代表理事がこれを定める。

報酬の支払いは、毎月末 日とす る。

役員の報酬は、その金額を通貨で直接役員に支払 うもの とする。

ただ し、法令または規定に基づき、役員の報酬か ら控除すべきものが

ある場合には、その役員に支払 うべき報酬の金額か ら、その金額を控除

して支払 うもの とする。

(報 酬 )

第 2条

２

　

３

　

４

(費用の弁償)

第 3条  前条の規定にかかわらず、この法人は、役員がその職務を執行するため

に要 した費用を随時弁償することができる。

(規程の変更)

第 4条   この規程は、理事会の議決によつて変更す ることができる。

付 則

この規程は、2014年 5月 24日 か ら施行す る。



(目  的 )

第 1条

(給与体系 )

第 2条

(計算期間 )

第 3条

(支払 日)

第 4条

(支払方法 )

第 5条

(給 与控除 )

第 6条

(基本給 )

第 7条

特定非営利活動法人 日本民家再生協会

給与規程

この規程 は、職員 の給与 について定 める。

給与 は、基本給・ 時間外手 当・ 年度末手 当に よ り構成 され る。

給与の計算期間は、毎月 1日 か ら当月末 日まで とす る。

給与の支払い 日は、翌月 10日 とす る。ただ し、当 日が休 日に当た

る時 は、その前 日を支払 日とす る。

給与は、預金 口座へ の振込み に よつて支払 う。

給与の支払いに際 し、次のものを控除する。

① 雇用保険

② 社会保険 (健康保険、介護保険、厚生年金 )

③ 所得税

④ 住民税

⑤ 本人が支払 うべきもので、協会が立替ている分

基本給 は、常任理事会の議決 を経 て代表理事が定める。

(時 間外手 当 )

第 8条   職務 に伴 う固定残業手 当に充 当す るもの として一定の固定残 業手

当を支給す る。固定残業手 当の額 は職務 の状況 に応 じ、代表理事 が

個別 に定め、労働 条件通知書 で通知す る。

2  労働 条件通知書 で定 め る固定残 業時間 を超過 して勤務す る場合 は、

労働 条件通知書で定める時間外手 当を支払 う。

3  職員 は必要 な業務 を、誠意 をもって且つ効率的 に遂行す るもの と

し、固定残業時間の範 囲内に勤務 を終 えるよ う努 める。



(通勤手 当)

第 9条 電車、バス等の公共交通機関を利用す るもの とし、その最短順路

によ り計算 した月額定期代の実費 を支給す る。

(決算賞与 )

第 10条 当協会の財務状況および勤務状況によ り、決算賞与を支払 うこと

ができる。

決算賞与の額 は、常任理事会の議決 を経て代表理事が定める。2

(規程 の変 更 )

第 11条 この規程 は、理事会 の議決 に よつて変更す ることができる。

附 則

この規程 は、2019年 3月 6日 か ら施行 し、2019年 1月 1日 か ら適用す る。



書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号 る した

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

事 業 年 度
令和 2年 4月 1日

～令和 3年 3月 31日
法人名 特定非営利活動法人 日本民家再生協会

な し

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

受取会費 8,390,500円

入会金 120,000円

正会員会費 3,724,500円

友の会会員会費 2,724,000円

事業者登録料 1,822,000円

501,645円

391,000円

110,645円

4,560,988円

935,945 FI]

879,000円

837,000円

672,343円

受取寄附金

一般寄附金

目的寄附金

事業収益

広報・出版活動

技術の研究・開発・普及活動

イベントやセミナーの開催

民家バンクの運営

民家再生事例の集積およびその公開と発信 1,107,700円

民家再生に関するコンサルテーション 129,000円

雑収入
2,837,703円

△
ロ 計 16,290,836円

(1)収益の源泉別の明細

借入金の明細

劇ヒ´
:日 入 先 金    額

な し
円

円

円

円

円

合 計 円

その他



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

条  件  等

会員は 1割引き

譲 渡 資 産 の 内 容

書籍 みがえる蔵

料 金

3,200円

3,500円 会員は 1割引き書籍 民家再生の実例

書籍 民家再生の技術

書籍 茅の家 雪国の古民家

会員は 1割引き4,200円

2,800円 会員は 1割引き

円

円

円

円

円

資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2) 産の貸付けに係る び条件等

(3) 係 る び条件等

条  件  等料 金貸 付 資 産 の 内 容

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
ロ とら

(1)収益の生 る取 |の 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ を含む。)

取引金額 取 弓1 内 容 等住所又は所在地

民家再生奨励賞参加費357,500円

330,000円 民家バンク利用料

330,000円 民家バンク利用料

情報誌掲載広告料220,000円

氏名又は名称

民家再生奨励賞参加費137,500円

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

給与

2,486,000円 事務所賃借料

2,330,250円 情報誌製作費

894,949円 情報誌印刷費

731,500円 税理士顧問料

譲 渡 価 格取引先の氏名等

な し

譲渡資産の内容等住所又は所在地

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

譲 渡

年月日

法人との

関  係



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

法人との

関  係

役務の提

供年月日
対 価 の 額取引先の氏名等 役務提供の内容等住所又は所在地

会員向け情報誌制作費
R2ノ4ノ 1～

2,330,250円

事務作業協力費
R2ノ4ノ 1～

R3ノ3ノ31
6,000円

発送作業協力費
R2ノ4′ 1～

R3ノ3ノ31
6,000円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万 る の に 並びにそ 日]

5給 に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

1人 3,303,920 H



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

な し



法人名 特定非営禾1偏湖法人 日本民家再生協会

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人で

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計につし いること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費i勧観 らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

6主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1『役員の状況」から転配してください。

③l及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

役員数

(②÷③ (④÷③

① ② ③ ④ ⑤
区 分

③
令和2年 4月 1日

～令和3年 3月 31日 ∞ 人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

上記を証する書類の名称とその内容等
はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

は い はい

いいえいいえ いいえ

申請時

はい

いいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 3表) 【[夏藁】

∝憲申D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書寿)の提出時においても配載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規曜等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

は い はい はい

いいえ

はい

いいえいいえ いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

はい :』にい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ いいえ

|まい

いいえ

はい

いいえ

:まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
Ｈ ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 毎

有 。無 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りOD

∝憲中Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:□E)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

エ ツ

○ 二におセヽて、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

Iのをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

1明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

注 意 事 項記 載 要 領項    目

区分欄の「③～①」の各欄には、:新辞:l定期間の各事業

年度 (又は各年)を調載します。

第3表付表1「役員の状況Jを記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

該当する一方を「○」で囲みます)

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝ID第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [はし≧」_

二」ΩLした盪全笙製壁奎理彊董塑杢

付してく.ださセ≧L
② 口帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「l塾」_に 「〇二

した場合lヨニ童獲ユ奏堂羞2」聾奎聾

饉塑塑蔓L上_Z≧言二壼LL」壼笙1ビニ⊆:≦」C三

該当サ
‐
る一方を「○」

‐
で1囲みます1。

なお、「③」から「①」については、イに記裁する各期

間 (「③」から「①」)を示したものです。

口の各欄

)\a&{il

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」についてlよ イに記載する各期

から「①」) したものです。

二の各欄



書式第8号 (法第44条。51条・58条関係)

役 員 の 状 況

理事
北島 智美

第 3表付表 1

法人名 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 30人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

② ⑮ ◎ ① ◎ 申請時
就任・退任

年月日
①

就任 H30.5.26

就任 H30.5。 26

就任 H30.5。 26

就任 H30.5.26

就任 H30.5.26

武部 豊樹

熊野 佳彦

柴山 直子

長谷川 一良

松前 俊顕

理事
○

理事
○

理事
○

理事
○

理事
○

瀬 口 世津子

渡邊 仁

菅 徹夫

吉井 幸男

山田 夕湖

理事

理事

理事

理事

理 事

○

○

就任 H30。 5。 26

就任 H30.5.26

○

○

就任 H30.5.26

就任 H30.5.26

就任 H30.5.26

○

○

○

就任 H30.5.26

就任 H30.5.26

保川 謙一
理事



理事 就任 H30.5.26

小笹 勇

横須賀 靖

佐野 徹

○

就任 H30.5。 26

就任 H30.5.26

就任 H30.5.26

就任 H30.5.26

就任 H30.5.26

月tlll H30.5.26

就任 H30.5.26

就任 R2.5。 30

就任 R2.5.30

就任 R2.5.30

就任 R2.5.30

理事
○

○

理事

理事

野崎 林太郎

理事
新井 和勝

理事

鈴木 俊秀

理事
谷口 弘和

理事
山口 浩伸

○

○

○

○

○

佐藤 仁

長谷川 一仁

渡辺 英二

園山 隆一

北村 裕寿

川崎 陽子

田口 太

後根 浩志

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○
理事 就任 R2.5.30

理事

理事

○

○

就任 R2.5.30

就任 R2.5.30

理事
○

就任 R2.5.30



荻野 邦彦
理事 就任 H28.5.28

退任 R2.5.30

池邊 かや
就任 H28.5。 28

測壁111R2.5.30

理事

⌒
Ψ

○

就任 H28.5.28

il壁任 R2.5.30

就任 H28.5.28

退任 R2.5。 30

就任 H28.5.28

退任 R2.5.30

就任 H28.5.28

退任 R2.5.30

就任 H30.5.26

退任 R2.5.30

就任 H28.5.28

剣壁41:R2.5.30

就任 H30.5.26

退任 R2.5.30

就任 H28.5.28

測塾4壬:R2.5.30

廊t(1:H29.5.20

i量41:R2.5.30

就任 H28.5.28

退任 R2.5.30

就任 H28.5.28

測壁イ壬:R2.5.30

就任 H30.5.26

就任 R2.5.30

就任 H28.5.28

退任 R2.5.30

理事

山口 裕二

理事
久保 隆一

理事
荒木 勇

理事
草房 晋一

理事

杉山 真

○

○

○

○

○

小林 泰三

佐藤 宏和

中島 浩司

柏崎 文昭

宮本 啓

高橋 信博

清水 祐子

田中 芳郎

小原 公輝

理事

理事

○

○

○

○

|
○

理事

理事

理事

理事
○

監事

○

監事
○

監事

○



法人名 特定非営利活動法人 日本民家再生協会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詞帳の時期 保存期間

入金・出金・振替伝票 会計 ソフ ト(会計王)使用 随時 10年

ルーズリーフ

現金出納帳 会計ソフト(会計王)使用 随時 10年

ルーズリーフ

総勘定元帳 (PC入力) 会計ソフト(会計王釧吏用 随時 10年

ルーズリーフ

給与台帳 コ1クセリレ 毎月 10年

ルーズリーフ

書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(1日1:]職D

・ 『伝票又:劃臓障名」欄は、例えば「入金伝票」、「出剣日駒、「振替伝票」、:覇金出納幅」、「総勘定元帳」などのように記載します。

・ 『左の帳簿等の形態」欄は、「単票し、町レーズリーフ」、「装丁根簿」などのように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、:罰時」、「毎日ょ『―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:癬E)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



書式第 10号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表 (第 4表 ) 圃 剌

・ 噛 出 綺 チェック豪 co」 は嵩

“

韓 :卿凛 メ 鋼 骰員樹 朧 田

“

的
型

雌 121も響
及び澤付する●凄があります。その釉 、嗜贖颯離静チェック壼■ 4表 (坤」(′弩

“

)の暉 及び澤酎
`X駆

ありま

れ

・ 認定の■■硼副め口晰の中請に当たつて1よ 法第5彙第1■ ‐ づく●嬌 網嗅●口田田専口出口Dに記餞した事項につい

て、

"付
を省鮨することができます。

法人名 特定非鷲新ll活動法人 日本民家再生協会 チェック欄

√4 1事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

回

蔚詞目◎ ①⑮ ◎ ①項
口
日 ④

有 ・ 無有・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有 ・ 有 。無 有 。無

有 。無有

`轟

h
ヾン 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有 ・ 無 有 ・ 無有 。無 有 。無

有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 無 有 。無
特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有 ・ 無 有・ 無有 ・

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申訂郭キ

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

有 有。無 有。無 有。無 有。無 有・無 有・無

与の有無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における′価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

有 有・無 有。無 有・無 有。無 有・無 有・無

与の有無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有

有無

有。無 有。無 有。無 有 。無 有・無 有・無

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無



法人名 特定非営禾1歴置法人 日本民家再生協会 チェック欄

√
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する細則 0メ虜脚D等があ劉E創こ:よ その細則 悧レ弱韻,D等を添付してくださしヽ

同  意

⌒

fする〕
V しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、剣昔対照表、活動計算書、鍛 名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:劃∋

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 割附金を充当する予定の具体的な事業の内容を調載した書類

前事業年度の役員1報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が2()万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及け 月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥l 支出した割附金の額並酬こその相手先及び支出年月日

⑦ 洒ψレヽ 笏基金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

′ヽ

書式第13号 (法第44条・51条。58条段蓄系)

認定基準等チェ

∝意1申0
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬靭程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

5



書式第 14号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営禾:括動法人 日本民家再生協会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

∝意|¬D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第81D

は、記載する1必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員1報酬規程等提出■願Dに配載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 征 有 ・ 無 有 」正 有 ・ 無 有 任 有 征

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

√

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又1暫早ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第騎条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■奏Dの提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 )有 ・ 無 有 ・ 無 有 任 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第 15号‐
(法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 日本民家再生協会

ロ ヨ b

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法a4条等い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等∝2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人

5 日から3 しない法人
6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれカ

認定特定娼削磁籠蝉りめ潮 定を取り消された場合又は特例認定特定非営禾l偏勘法人が特

"鵬
定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定ブ晰 l括動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から

5 しない者の有無

特定非増

"]活

動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に敵 したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の1罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

有

′nヽ

〔任 〕
ヽン

有 ・

有 毎

Err't'( υ`つ
“ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

＾
０ してし は い \L \i

4 国税又は地方税の滞納処懲が剣行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過 は い

しなセ

\L \i

瀞
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記型壺整錘コ聾塑壁型壁艶曼1≧:壼拉≧塁堕上麹菫肛園菫|

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

は い ・ |
\u \i5 国税に係る1重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団 はい し`

ロ はい \L \i


